
提案型事業評価対象事業の取組状況一覧（令和２～６年度決定分） 【資料３】

今後の方向性（推進本部）

所見（推進本部）

改　善

利用者の利便性向上につな
がる申請手続の省力化や空
き状況の公開について、ど
のような手法が考えられる
のか調査・研究のうえ、導
入に向けた検討を行うこ
と。

改善

市民の負担について考慮し
つつ、昨今の社会情勢に応
じた料金体系等の見直しに
ついて検討のこと。

廃止

他の支援制度において必要
な支援体制が整っているこ
とから、当該事業について
は十分な周知期間を設けて
廃止する。

№

決
定
年
度

担当課 事業名 事業概要 課題内容
　課題に対する担当課の提案

　（解決方法）
取組状況

達成状況
等

1 R5

企画政策課

生涯学習・
スポーツ課

体育施設のオンラ
イン利用申請

　地域体育館（指定管理）の利用申請受付
は、指定管理者である各地区自治振興会が
人員を常駐して行っている状況にある。

・現在、紙ベースで利用申請を受け付けて
いるが、件数が多く、今後、部活動の地域
移行で、受付業務が更に煩雑になる懸念が
ある。

・市内で利用可能な施設を探している方に
とっては、一度に全施設の空き状況等を確
認できる環境が望ましいと思われる。

　他自治体の事例（例：射水市公共施設予
約システム等）を参考に、オンラインで体
育施設の予約や申請ができるシステムを市
で導入し、例えば委託業者がシステムを管
理運営して予約受付業務を担い、各地区は
実際の利用に係る施設の管理運営を行うな
ど、役割分担して連携することで、各地区
における利用申請業務の省力化を図り、利
用者の利便性の向上につなげられないか検
討するもの。
  また、利用料金の徴収方法等についても
検討が必要となる。

　他自治体の運用状況等を確認のうえ、
調査・研究をしているところであり、利
用者の利便性向上、また施設管理者の申
請業務の省力化につながるよう導入につ
いて引き続き検討する。

検討中

2 R6 企画政策課

「使用料及び手数
料の適正化に関す
る基本方針」策定
事業

・健全で持続可能な「財政運営」の推進を
している中で、公平性の観点に基づき行政
サービスにおける受益者負担の適正化等を
図るため、「使用料及び手数料の適正化に
関する基本方針」の策定を行う。
・また、基本方針の策定においては、高齢
者（65歳以上）の使用料の金額設定につい
ても検討を行う。

・使用料及び手数料についての基準が存在
しないため、金額の見直しを定期的に実施
していない状況である。施設運営等の費用
が増加している中で、受益者負担の観点か
ら公平性を確保するため、利用者（受益
者）の負担について検討する必要がある。
・高齢者（65歳以上）の割合は３割を超え
ており（30.5％、R6.3末）、高齢者に対す
る使用料の割引の是非を検討する時期に来
ている（割引率を低くする、75歳以上のみ
を対象とするなど）。

・次のような観点から「使用料及び手数料
の適正化に関する基本方針」を策定する。
○受益者負担の適正化
○使用料等の算定基準の明確化
○減免基準の検討（高齢者の使用料も含
む）

　他自治体の方針等を確認のうえ、令和
７年度中の策定に向け調査・研究を進め
ている。

検討中

3 R6 高齢介護課
ホームヘルプサー
ビス利用助成事業

・市民税非課税世帯の在宅要介護高齢者に
対し、ホームヘルプサービス利用料を助成
することにより、在宅生活の継続を支援す
るもの。
＜助成額＞
　　本人負担額の全額
＜対象者＞
　～H28.6月　要支援１・２、要介護１～
５
　　H28.7月～　要介護１～５
　　R4.7月～　 要介護３～５
※ R5年度利用者数 21名
　　 　　助成金額 760,549円

・県内で当該事業を実施しているのは砺波
市のみ。他市は何年も前に廃止している。
・他の在宅介護サービス（デイサービス
等）には助成制度がなく、利用するサービ
スによって格差が生じている。
・低所得者への支援としては、介護保険制
度において介護保険料の軽減や高額介護
サービス費上限額の軽減がある。本人負担
額が全額無償となる当該事業は、受益者負
担の原則に反する。

・段階的に助成対象者の見直しを実施して
きており、令和７年６月末をもって廃止す
る。

　令和７年６月末廃止に向けて、現在の
利用者及び担当介護支援専門員、市内の
居宅介護支援事業所・訪問介護事業所へ
周知を行う。

検討中
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№

決
定
年
度

担当課 事業名 事業概要 課題内容
　課題に対する担当課の提案

　（解決方法）
取組状況

達成状況
等

改善

ＤＸ推進の観点から、電子
申請システムを利用した申
請手続について先行自治体
の事例も参考に、実施に向
け検討のこと。

改善

事業等の効果的なＰＲに繋
がること、またペーパーレ
ス化の観点から、紙パンフ
レット等と比して効果的で
あるものについて、二次元
コードを掲載したカードへ
の移行について検討のこ
と。

改善

遠隔操作化により協力員等
の人的な負担が減少し、ま
た緊急時に迅速な対応が可
能となることから、導入効
果の高いものについて実施
に向け検討のこと。
なお、整備に多額の費用を
要することから、財源の確
保に留意のこと。

4 R6 健康センター
新生児・産婦訪問
指導事業

・平成９年度の地域保健法の全面施行に伴
い、母子保健法が一部改正され、妊産婦、
新生児訪問指導事業が市に委譲された。
・本市の対応として、新生児・産婦訪問を
希望される方へ速やかに対応するため、妊
娠届出時に出生連絡票（はがきタイプ・個
人情報保護シール付）を渡している。
・里帰り出産の場合にも速やかに対応する
ため、直接里帰り先の市町村窓口に郵送し
ている。里帰り先の市町村に出生連絡票が
提出されると、本市に訪問依頼書を送付す
るよう連絡が来る。

・本市で使用している出生連絡票（はがき
タイプ・個人情報保護シール付）は、各自
で切手を準備し投函（直接持参可）する必
要があり、他の手段も検討する時期にあ
る。
・県内他市では、電子申請システムと出生
連絡票の併用を開始したところであり、本
人の利便性や申請から訪問対応までにかか
る日数など、メリット、デメリットの把握
が必要である。

・令和６年度は、他市の電子申請システ
ム、出生連絡票の利用状況、訪問までにか
かる日数や事務的取扱い状況等を調査し検
討する。

　令和７年４月１日から電子申請システ
ムと出生連絡票の併用を開始し、どちら
からでも申請できるよう準備中。

準備中

5 R6 商工観光課
紙パンフレット等
の減量化について
（ＤＸの推進）

・現在、市の広報や事業ＰＲに紙ベースの
パンフレット等を作成し配布している事業
が多く実施されている。
・スマートフォンや二次元コードの普及に
伴い事業等のＰＲの方法も変化がみられ、
紙ベースでの配布よりもより広く周知を図
ることができる手法が求められており、Ｓ
ＤＧｓ（持続可能な開発目標）の１３番目
にも「気候変動に具体的な対策を」が掲げ
られ、カーボンニュートラルは砺波市にお
いても取り組むべき主要事項であると考え
る。
・紙パンフレット等の減量を進める上で、
併せてＤＸの推進を図る観点から、二次元
コードを掲載したカードを作成しＨＰ等へ
の誘導することによるＰＲ方法を実施す
る。

・紙ベースでのチラシ・パンフレットは事
業期間の終了後廃棄されるケースがほとん
どであり、焼却による二酸化炭素の排出が
伴う。
・チラシ・パンフレットの作成により在庫
等を保有する必要性がある事業について
は、保管場所が問題となっている。
・チラシ・パンフレットの配布を主とした
ＰＲは配布相手のみの限定的なＰＲとな
る。
・印刷業界への発注が減少することも予想
される。

・チラシ・パンフレットの作成・配布を減
らし二次元コードを掲載したカードを作成
しＨＰ等へ誘導する。
・誘導先ホームページ等の管理を委託する
ことにより、最新の情報の提供が可能とな
るとともに、職員の事務軽減にもつなが
る。
・印刷業界への委託発注を検討することに
より業界への発注規模の減少を維持する。

　紙パンフレットの削減及びＤＸの推進
を図る観点から二次元コードカードを
４，０００枚作成し、フラワー都市交流
連絡協議会砺波市総会やとなみチュー
リップフェアをはじめとした多数のイベ
ント・出向宣伝等で配布を行った。誘導
先ホームページの管理委託、印刷業界へ
の発注規模の縮小の抑制については、引
き続き検討を行うもの。

一部達成

6 R6 土木課
市街地の浸水対策
事業（水門遠隔操
作化事業）

・一定量(15～20mm/h)程度以上の雨が降っ
た（降る）場合、用水路に設置されている
20箇所以上の水門を操作し、市街地への流
入水量を調整し溢水を防いでいる。
・基本は市職員が行っているが、夜間や休
日等で職員が早急に対応できない場合、地
域の水門操作協力員(17名)の住民に対応を
お願いしている。

・水門操作の多くは降雨時であり、落雷の
危険も伴っている。また、夜間の場合、水
路への転落の危険もある。
・このような作業を地域の水門操作協力員
に依頼すべきではない。
・職員も危険が伴う作業であることから、
可能な限り、水門の遠隔操作化を進める必
要がある。

・水門の遠隔操作化を進め、迅速な対応と
危険回避を行う。
・遠隔操作可能な水門を増やすことで、地
域の協力員が不要となる。

　より財源が有利な事業を活用するた
め、県農業農村整備事業（地域営農確立
促進事業）の該当要件を満たす１箇所に
ついて、令和７年度の整備を要望した。
（県補助４０％、緊自債６０％（うち交
付税措置４２％)）

検討中
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№

決
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担当課 事業名 事業概要 課題内容
　課題に対する担当課の提案

　（解決方法）
取組状況

達成状況
等

改善

地元自治会等の事務負担軽
減に繋がることから、令和
７年度からの契約締結に向
け検討のこと。

改善

児童遊園のあり方について
検討のうえ、廃止や地元へ
の譲渡も含め検討のこと。
遊具等の管理については、
より効率的な方法により行
うこと。

7 R6 都市整備課
都市公園の維持管
理

・都市公園１９０箇所のうち、他部署管理
やチューリップ公園等を除く１７９公園を
維持管理するもの。
・うち６０公園について、地元自治会など
３２団体に管理を委託している。

・地元自治会などとの契約手続に時間を要
している。

・長期継続契約を検討する。

　令和７年度より５団体について、地元
自治会の理解が得られたことから、長期
継続契約とする予定。残りの２７団体に
ついては、引き続き調整・検討する。

検討中

8 R6 こども課
児童遊園の管理方
法の整理

・市内には都市公園のほかに地元において
管理されている児童遊園があるが、それぞ
れ所管課が都市整備課と、こども課とに分
かれている。

　児童遊園・・・中村、千代、東石丸、五
谷の各地内の計４箇所（いずれも砺波市有
地）

・児童遊園はこども課所管であるが、市民
の方には公園の管轄の違いが分からない。
・同じ公園でありながら、管理方法に違い
が生じている。
・児童遊園は地元での管理となり、遊具等
の設置に対する市補助金要綱はあるが実質
利用されていない。（Ｒ６予算額０円、直
近１０年の活用実績２件）

・児童遊園を都市公園とし、都市整備課に
おいて一括して管理していただく。（注：
都市公園化については、緑地率の条件、他
公園との間隔の条件等があるほか、公園内
行為の制限が生じる。また、公園台帳の整
備が必要となる。）
・「砺波市児童遊具整備等補助金交付要
綱」を廃止する。

　利用頻度の低い児童遊園１か所につい
ては、廃止に向けて地元との調整を進め
る。  
　また、その他の児童遊園３か所につい
ては、地元への譲渡に向けて調整を進め
る。
　遊具等の管理については、安全性を確
保しつつ、より安価かつ効率的な方法を
検討する。

検討中
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